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（部会長） 西田 佳史  独立行政法人 産業技術総合研究所 

（委員）   安藤 亜希  心身障害児総合医療療育センター 

石原 崇   株式会社 日本育児 

蛯谷 勝司   独立行政法人 製品評価技術基盤機構 

大塚 由美子 公益社団法人 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ相談員協会 

大西 伊知朗   Goodbaby Japan 株式会社 

大柳 博明   一般財団法人 日本車両検査協会 

加藤 則子  十文字学園女子大学 

      叶谷 大輔   ピジョン 株式会社 

黒木 美紀   一般財団法人 日本消費者協会 

小林 靖典   コンビ 株式会社 

崎山 一茂   ビューローベリタス ジャパン 株式会社 

杉野 宏   株式会社 赤ちゃん本舗 

塚原 裕紀   イオン 株式会社 

          中村 治   日本トイザらス 株式会社 

原口 敬太   株式会社 ＧＭＰインターナショナル 

宮内 悦男   全国ベビー＆シルバー用品協同組合 

       森谷 憲   株式会社カトージ 

吉木 桂司   アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社  
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ベビーカーのＳＧ基準ベビーカーのＳＧ基準ベビーカーのＳＧ基準ベビーカーのＳＧ基準    

SG Standard for Stroller 

 

 

                                      

１．基準の目的１．基準の目的１．基準の目的１．基準の目的    

この基準は、ベビーカーの安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項に

ついて定め、一般消費者の身体に対する危害防止及び生命の安全を図ることを目的とする。 

 

 

 

２．適用範囲２．適用範囲２．適用範囲２．適用範囲    

この基準は、乳幼児を寝かせた状態又は座位姿勢で乗せ、外気浴、買物等に使用する１人

乗り用のベビーカー（以下「ベビーカー」という）について適用する。ただし、店舗用ショ

ッピングカートは除く。 

 

  

  

３．種類３．種類３．種類３．種類    

種類は、次のとおりとする。 

 

Ａ形 ： 新生児

*１

期を過ぎて（１か月）から、又は首がすわった乳児

*2

期（４か月）から

使用でき、最長で４８か月までの間で使用期間を定めたベビーカー 

     適用月齢の指定例；「１か月から４８か月まで」、「４か月から３６か月まで」 

      

 

Ｂ形 ： おすわりができる時期

*3

（７か月）から使用でき、最長で４８か月までの間で使

用期間を定めたベビーカー 

適用月齢の指定例；「７か月から４８か月まで」、「１２か月から３６か月まで」 

 

  

 

 

 

備考 *１；新生児とは、生後２８日（４週間）までの乳児をいう。 

     *２；乳児の首が据わり始めるのは生後約３か月からであるが、安定して十分に首が据わったといえる 

月齢は４か月を過ぎてからである。 

     *３；乳児が一人でおすわりができ始めるのは生後約６か月からであるが、安定しておすわりができる 

       月齢は７か月を過ぎてからである。 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

４．４．４．４．安全性品質安全性品質安全性品質安全性品質    

ベビーカーの安全性品質は、次のとおりとする。 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

1.外観、構造 

及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ベビーカーの外観、構造及び

寸法は、次のとおりとする。 

 

(1) 仕上げは良好で、手指等

に傷害を加えるようなば

り、先鋭部等がないこと。 

 

(2) 乳幼児の手足の届く範

囲に 5mm以上 13mm 未満の

傷害を与えるような危険

なすき間がないこと。 

ただし、深さ 5mm 未満の

すき間はこの限りではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.(1) 目視、触感等により確認すること。 

 

 

 

(2) 栓ゲージですき間の有無を確認すること。 

なお、すき間の確認は、無負荷の状態及び 

図１の質量ダミーを載せた状態で確認するこ

と。 

 

 

          (a)全体イメージ     単位㎜ 

 

(b)A 部詳細 

 

(c)B 部詳細 

 

A 部重量    ：4.5 ㎏ 

B 部重量    ：4.5 ㎏ 

トータル重量 ：9.0 ㎏ 

 

図１ 質量ダミー 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 折り畳み機構を有する

ものは、折り畳み操作中に

指を挟みにくい構造であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 座面と背もたれとの角

度は、背もたれを最も立て

た状態で 100°以上であ

り、座面は後傾しているこ

と。 

なお、Ａ形にあっては、

背もたれを最も倒したと

きの角度は、150°以上（た

だし、適用月齢が４か月以

降からのものは 130°以

上）であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 折り畳み操作中に 13mm 未満に閉じるすき間

がないことを、栓ゲージで確認すること。 

ただし、13mm 未満に閉じるすき間部分の曲

率半径が、その部材の端部で取り得る最大値若

しくは 2mm 以上であり、「指挟み注意」の警告

標識を該当箇所付近に表示してあるものにあ

っては、この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

(4) 図２に示すように、座面上に図１の質量ダミ

ーを乗せ、以下の１と２の角度を角度計によっ

て測定して確認すること。 

 

   

 

 

 １．座面と背もたれ角度 

 ２．座面の傾き角度 

 ３．背もたれ 

 ４．質量ダミー 

 ５．水平線 

 

図２ 座面と背もたれの角度及び座面の 

傾き角度 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ｂ形にあっては前輪上

げの試験を行ったときに、

背もたれと水平との角度

が 5°以上であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 乗車時に乳幼児の身体

を十分保持できる構造で

あること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 図３に示すように、前輪を 200mm の台上に置

き、h1、h2 及び S を測定し、次式により角度

βを求め確認すること。ただし、角度βは原則

として背もたれの下端と上端を結んだ直線で

決定する。 

なお、リクライニング機構を有するものにあ

っては、最も倒した状態で確認すること。  

     

S

h1-h2

tan5

1-≤o
 

 

 

図３ 前輪上げ時の背もたれ角度 

 

(6) ベビーカーに図４及び図５の寸法ダミーを

乗せたとき、シートの壁面等が寸法ダミーの肩

部等の身体を圧迫しないことを触感等により

確認すること。 

なお、Ａ形にあっては、シート部の側面及び

頭部位に、高さ 100mm 以上の壁面を有している

ことを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４：寸法ダミー（小）  単位㎜ 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) シート背部の長さは

380mm 以上であること。 

 

(8) 車輪の外径は115mm以上

であること。 

 

(9) 乳幼児の身体がシート

から遊離するのを防ぐた

めのシートベルトを有し

ていること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：寸法ダミー(大)  単位㎜ 

 

 

(7) スケール等により測定して確認すること。 

 

 

(8) スケール等により測定して確認すること。 

 

 

(9) シートベルトは容易に長さを調節でき、ベル

ト等で肩、腰、股を支持できるものであること

を、図４及び図５の寸法ダミーに装着して確認

すること。 

また、ベルト等の寸法は次のとおりであるこ

とをスケール等により確認すること。なお、ベ

ルト等の幅はカバーも含むものとする。 

  

a) 股ベルトにあっては幅 50 ㎜以上である 

こと。 

b) 腰ベルトにあっては幅 25 ㎜以上である 

こと。 

c) 肩ベルトにあっては幅 15 ㎜以上である 

こと。 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 乳幼児の足乗せ用ステ

ップを有していること。 

 

 

(11) 車輪以外の各部の最低

地上高さは、50mm 以上であ

ること。ただし、双輪形車

輪の車輪間は除く。 

 

 

(12) 車輪付近部位は、列車の

ドア挟み検知試験を行っ

たときに検知されやすい

構造であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 目視により確認すること。 

 

 

 

(11) ストッパをかけない状態で車輪以外の最も

低い部分（ステップ、カゴ底部など）の地上高

さをスケール等により測定して確認すること。 

 

 

 

(12) 図６に示すように、ステップよりも下部位置

（Ａ及びＢ位置）は、通常の乗降姿勢で列車に

乗降しようとした際に、ドア挟みの検知がされ

やすい構造であることを確認すること。 

なお、試験は図７及び図８に示すようにドア

シミュレータによるものとし、直進状態及び前

輪を 20cm 持ち上げた状態で、車輪付近部位を

ドアゴムに挟み込ませて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａ：車輪取り付けステー部 

     Ｂ：車輪間部位（又は車輪） 

 

図６ ドア挟み確認位置 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 折り畳み機構を有する

ものは、開閉動作は、円滑

で、本体の左右に止め具を

有していること。 

 

 

(14) 車輪を回転しないよう

にするストッパを有する

こと。ただし、このストッ

パの操作部は乗車中の乳

幼児が操作できない箇所

にあり、かつ操作者がベビ

ーカーから手を離さず容

易に操作できる位置にあ

ること。 

 

図７ ドアシミュレータ 

図８ ドアシミュレータでＡ：車輪取り付け 

ステー部を挟んだ例 

 

(13) 目視、触感等により確認すること。 

 

 

 

 

 

(14) 目視、操作等により確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 取り外すことができる

シートなどの主要部材は、

容易に外れることがない

よう強固に固定されてい

ること。 

 

 

 

2.ベビーカーの強度は、次のと

おりとする。 

 

(1) ステップの強度試験を

行ったとき、破損及び使用

上支障のある異状がない

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) シートベルトの緩み試

験を行ったとき、締付けの

緩み、締付具の変形、破損

等がないこと。 

 

 

 

 

 

 

(15) 触感、操作等により確認すること。 

なお、ここでいう主要部材とは、乳幼児の身

体の保持、走行などの基本用途に係る部材をい

い、付属品はこの限りではない。 

   

 

 

 

 

 

 

2.(1) 図９に示すように、長さ 150mm の接地面に重

すいを静かにステップ中央部に１分間置き、破

損等がないことを目視、操作等により確認する

こと。 

なお、重すいの質量は、適用月齢が 24 か月

までのもので 20kg、36か月までのもので 25kg、

48 か月までのもので 30kg とする。 

 

図９ ステップの強度試験 

 

(2) 図 10 に示すように、シートベルトを本体か

ら取り外し、ベルトを締めた状態で、引張試験

機を用い、ベルトの両端が 250mm になるように

固定する。 

ベルトに 100N の力を加えた後、チャック間

を 200mm に縮め、その操作を 10 回繰り返す。

このとき、締付けの緩みが 30mm 以下であるこ

とをスケール等により測定して確認し、各部に

異状がないことを目視、触感等により確認する

こと。 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) シートベルトの強度試

験を行なったとき、ベルト

の破損、変形、ロックの外

れ及び使用上支障のある

異状がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 シートベルトの緩み試験 

 

 

(3) 全てのベルトを装着した後、以下の試験を行

う。 

ベビーカーを固定し、図 11 に示すように、

股ベルトの中央部分に直径 25mm の丸棒を介し

て、外側水平方向へ 150N の荷重を加え、20回

（毎秒約 1 回のサイクルで）繰り返し引っ張

る。その後、300N の力を外側水平向きに 1 分

間加えた後、異状の有無を目視、触感等により

確認すること。ただし、独立した腰ベルト、肩

ベルト等を有するものや、上記の試験で引っ張

り力が加わらない部位にあっては、その部位毎

に同様の試験を行うこと。 

 

 

 

図 11 シートベルトの強度試験 

  



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フロントガードの強度

試験を行ったとき、破損、

変形及び使用上支障のあ

る異状がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 車輪の取付け強度試験

を行ったとき、破損、外れ

及び使用上支障のある変

形がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ベビーカーを固定し、図 12 に示すように、

フロントガードの中央部を、上方、前方及び他

に任意の方向に引張力を加え、異状がないこと

を目視、触感等により確認すること。また、取

外しが可能なものにあっては、外れる方向に対

しても 300N の力を加え、外れ等がないことを

目視、触感等により確認すること。 

引張力は、適用月齢が 24 か月までのもので

300N、36 か月までのもので 350N、48 か月まで

のもので 400N とする。 

なお、フロントガードには、股ベルトが取り

付けられた可動式手すりを含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 フロントガードの強度試験 

 

 

(5) 図 13 に示す a 及び b の部位について、200N

の力を 2 分間加えて確認すること。 

 

図 13 車輪の取付け強度試験 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

3.耐振動衝撃

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ベビーカーの耐振動衝撃性

は次の通りとする。 

 

(1) 振動衝撃試験を行った

とき、振動加速度は、15m/s

2

以下になること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ハンドル及びシート上

に重すいを載せた状態で

振動衝撃試験を行ったと

き、各部に破損、変形及び

使用上支障のある異状が

ないこと。 

なお、折り畳み機構及び

対面ハンドルの切り返し

操作機構を有するものに

あっては、容易に折り畳ま

れないこと。 

 

 

 

 

 

3.(1) シートに中央に図 1 の質量ダミーを乗せ、そ

の上に加速度計を取り付ける。この状態で図

14 に示すように振動衝撃試験（注 1）を前輪及

び後輪に対して行い、振動加速度値を計測して

確認すること。 

 

   

 

 

 

 

 

 

図 14 振動衝撃試験 

 

 注１；振動衝撃試験は、図 14に示すように、高さ

10mmの段差を有した直径200mmのドラム上

に車輪を設置する。ドラムの回転数は

100rpm とする。 

 

 

(2) ハンドル及びシートに重すいを乗せた状態

で、図 14 の振動衝撃試験を行い、異状がない

ことを目視、触感等により確認すること。 

リクライニング機構を有するものは、最も倒

した状態とする。重すいはシートの背部中央に

10kg を、座部中央に適用月齢に対応した質量

（注 2）の重すいを載せる。 

ハンドル部には図の重すいを加えた状態で

前輪及び後輪の各々に対して行う（図 15～図

18 参照）。 

試験時間は、適用月齢に対応した時間（注 3）

とし、前輪及び後輪の各々に対して実施する。 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、折り畳み機構及び対面ハンドルの操作

機構の操作を、上記の振動衝撃試験を１時間実

施する毎に、繰り返し 20 回ずつ実施し、各部

に緩みがないことを確認し、加えて、全試験終

了後、ハンドル部等を折り畳まれる方向に200N

の力を加え、折り畳まれたり、ハンドルが対面

可動したりしないことを確認すること。 

   

注２；適用月齢に対応した座面の重すいの質量は、

次のとおりとする。 

      上限が 24 か月まで；20kg 

      上限が 36 か月まで；25kg 

      上限が 48 か月まで；30kg 

 

注３；適用月齢に対応した試験時間は、次のとお

りとする。 

      上限が 24 か月まで；２時間 

      上限が 36 か月まで；３時間 

上限が 48か月まで；４時間 

 

 

 

 

 

図 15 ハンドル切替え式のもの(後輪) 

：背面状態にしたベビーカーのハンドルに質量

10kg の重すいを加え後輪を回転させる。 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 ハンドル切替え式のもの(前輪) 

：対面状態したベビーカーのハンドルに質量

10kg の重すいを加え前輪を回転させる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 ハンドル固定式のもの(後輪) 

：背面状態にしたベビーカーのハンドルに質量

10kg の重すいを加え後輪を回転させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 ハンドル固定式のもの(前輪) 

：背面状態にしたベビーカーのハンドルに質量

2kg の重すいを加え前輪を回転させる。 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

4.ストッパの

固定性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.走行性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.安定性 

 

 

 

 

 

4.ストッパの固定強度試験を

行ったとき、車輪が回転しな

いこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.走行試験を行ったとき、走行

は円滑で、だ行及び片寄り等

がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.安定性試験を行ったとき、転

倒しないこと。 

 

 

 

 

4.  ストッパのオンオフ操作を繰り返し 200 回行

ったあと、シート中央に接地部が 100mm×150mm

になるように適用月齢に対応した質量の重すい

を載せ、ストッパをきかせ、乾燥した合板で作っ

た傾斜台に静置する。この状態で傾斜台を前後方

向に順次 10°傾斜させ、各方向傾斜時に車輪の

回転などによって接地位置が 50mm 以上移動しな

いことをスケール等により確認すること。 

  リクライニング機構を有するものにあっては、

最も立てた状態で確認すること。 

  適用月齢に対応した重すいの質量は、適用月齢

が 24か月までのもので 15kg、36 か月までのもの

で 20kg、48 か月までのもので 25kg とする。 

 

 

5. 図 19 に示すように、合板で作った 10°の傾斜

台からベビーカーを自然滑走させ、水平、平たん

な路面を走行させたとき、幅 1m、長さ 3m の規定

コースを出ないで、3m 以上走行することを確認

すること。 

 

図 19 走行性試験 

 

6. 図 20 に示すように、12°に傾斜した台上に、

前後左右４方向に交互に静置し、転倒しないこと

を目視により確認すること。ただし、３輪のもの

は、後方及び左右の斜め前向きの３方向とする。 

なお、背もたれを倒した状態の確認として、Ａ

形のものについて、直径 160mm、高さ 300mm、質



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.衝突強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.衝突強度試験を行ったとき

に、各部に破損、外れ及び使

用上支障のある異状がない

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量 9kg の円柱形の重すいを、シート部中央に位置

させ確認する。 

背もたれを立てた状態の確認として、Ａ形及び

Ｂ形のものについて、直径 200mm、高さ 300mm、

質量 15kg の円柱形の重すいを背もたれに立てか

ける状態に位置させて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 安定性試験 

 

 

 

 

7.  図 21に示すように、合板で作った 10°の水平、

平たんな傾斜路面を1ｍ自然滑走させて鉄製の壁

面に衝突させる。この操作を１０回行い確認する

こと。なお、背もたれを最も立てた状態でシート

中央位置に質量 15kg の重すいを固定させて行う

こと。 

反対方向についても同じ試験を繰り返すこと。 

 

 

  

 

      図 21 衝突強度試験 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

8.材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ベビーカーの材料は次のと

おりとする。 

 

(1) 合成樹脂製部品および

合成樹脂製塗料で塗装し

た部品にあっては、食品衛

生法に基づく厚生省告示

第370号第４おもちゃの規

定に適合すること。 

 

 

(2) 繊維材料は、乳幼児に有

害な有害物質を含有する

家庭用品の規制に関する

法律に基づく厚生省令第

34 号別表１の規定に適合

すること。 

 

  (3) 耐食性材料以外の金属

材料は、防せい処理が施さ

れていること。 

 

9.ベビーカーの付属品は、次の

通りとする。 

 

 

(1) 付属品は、ベビーカーの

安全性を損なうものであ

ってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.(1) 車輪、シート外側、ステップ、日よけ外側及

びハンドル握りを除く合成樹脂製部品及び合

成樹脂製塗料で塗装した部品にあっては、食品

衛生法に基づく厚生省告示 370 号第４おもち

ゃの項に規定する基準に適合していること。た

だし、確認は試験成績書によること。 

 

 

(2) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律に基づく昭和49年厚生省令第34号別表

第１（第１条関係）ホルムアルデヒドの項に規

定する基準に適合していることを確認するこ

と。ただし、確認は、試験成績書によること。 

 

 

(3) 目視、触感等により確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

9.(1) 傷害を与えるような突起、先鋭部等がなく、

付属品を取り付けることによって安定性や操

作性を阻害することがないこと、材料の衛生性

等を目視、触感、材料証明書等により確認する

こと。 

なお、保持性、安定性等は、必要に応じて対

応するダミー等を用いるなどして確認するこ

と。 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 乳幼児の手の届く範囲

に装着される付属小部品

等は、外れた場合に誤飲す

る大きさでないこと。 

 

 

 

 

 

(2) 飾り等の小部品は、トルク試験及び引張試験

によって外れないことを確認する。外れた場合

は、誤飲性確認シリンダ（図 22 参照）に抵抗

なく入り込まないことを確認すること。 

トルク試験は、小部品を 180°回転させるか

または 0.34N･m のトルクで回転させる。いずれ

の方法であっても、回転力を 10 秒間加え、そ

の後、反対方向に対しても同様に回転させる。 

引張試験は、トルク試験後に行う。小部品をク

ランプ等で掴み、90N の力を 10 秒間加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 小部品の誤飲性確認シリンダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

５５５５．．．．    表示及び取扱説明書表示及び取扱説明書表示及び取扱説明書表示及び取扱説明書    

ベビーカーの表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

 

項 目 基   準 基 準 確 認 方 法 

1.表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.製品には、容易に消えず、かつ

剥がれにくい方法で次の事項

を表示すること。ただし、(3)

については、その主旨を見やす

い箇所に表示すること。 

 

(1) 製造業者名、販売業者名若

しくは輸入業者名の名称又

はその略号。 

 

(2) 製造年月若しくは輸入年

月又はその略号。 

 

(3) 使用上の注意 

(a)止め金具等を確実にかけ

て使用すること。 

（折り畳み機構、可動式ハ

ンドル等を有するものに

限る） 

 

(b)折り畳みの開閉操作は、

乳幼児の手指などを挟む

ことがないよう、乳幼児

が触れた状態では行わな

いこと。 

 

(c)必ずシートベルトを締め

て使用すること。 

 

(d)シートベルトを締めてい

ても立ち上がる場合もあ

るので注意すること。 

 

(e)１人乗りに限る旨。 

 

(f)ベビーカーの使用対象 

月齢 

例.Ａ形；○か月以上○か月

以内） 

 

1.  表示の消えにくさ、剥がれにくさ及び

必要な項目の有無を目視、触感等で確認

すること。 

  なお、(3)の表示項目は、安全警告標

識（ ！ ）を併記し、目立つ色彩を用い

るなどしてより認知しやすいものであ

ることを確認すること。また、文字の大

きさは 4.9mm 以上の大きさ（縦寸法）の

「警告」の文字を併記し、目立つ色彩を

用いるなどして認知しやすいものであ

ることを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基   準 基 準 確 認 方 法 

2.取扱説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.製品には、次に示す主旨のこと

を明示した取扱説明書を添付

すること。ただし、(1)は取扱

説明書の表紙などの見やすい

箇所に示し、(2)及び(3)の事項

は、イラストなどを併記して理

解しやすいものとし、(4)は安

全警告標識等を併記してより

認知しやすいものとすること。 

  なお、その製品に該当しない

事項は省略してもよい。 

 

(1) 取扱説明書を必ず読み、読

んだ後保管すること。 

 

(2) 部品の一部が取り外され

ているベビーカーは、その組

立ての要領及び注意。 

 

(3) 折り畳み・調節方法及び注

意。 

 

(4) 使用上の注意 

(a)種類ごとに、適用対象と

なる乳幼児と連続使用時

間の説明。 

 

例.Ａ形；○月以上○月以内 

{新生時期（生後１月まで）

を過ぎたまだ首が座らな

い乳児の寝かした状態で

の使用から、最高 48月ま

での範囲内で表示するこ

と} 

連続使用２時間以内が望

ましい。ただし、生後７

月以上を対象とした座位

使用時は、１時間以内が

望ましい。 

 

Ｂ形；○月以上○月以内 

{自身の手で身体を支える

ことなく、一人座りでき

る乳幼児（標準として７

2.  専門用語等が使用されず、一般消費者

が容易に理解できるものであることを

確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基   準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月）から、最高 48 月まで

の範囲内で表示するこ

と。} 

連続使用１時間以内が望

ましい。 

 

備考：使用してよい乳幼児の月

齢については、購入時に

確実にわかるようにタグ

等にも明記すること。 

 

(b)折り畳み機構のあるベビ

ーカーは、使用するとき

必ず止め金具がかかって

いるかどうか確認するこ

と。 

 

(c)折り畳みの開閉操作は、

乳幼児の手指などを挟む

ことがないよう、乳幼児

が触れた状態では行わな

いこと。 

 

(d)ベビーカーに２人以上の

乳幼児を同時に乗せた

り、ハンモック以外のと

ころに乗せたりしてはな

らないこと。 

 

(e)必ずシートベルトを締め

て使用すること。 

 

(f)シートベルトを締めてい

ても立ち上がる場合があ

るので、注意すること。 

 

(g)肩ベルトは、乳幼児の体

格に合った状態になるよ

う、調整すること。長す

ぎる状態（垂れ下がった

状態）にしておくと、首

に巻き付いたりする危険

性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基   準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)乳幼児を乳母車のなかで

立たせてはならないこ

と。 

 

(i)後方転倒に注意！ 

  ハンドル部にものを下げ

ないこと。後方に転倒し

やすくなります。（許容さ

れる範囲を例示できる場

合は、その旨も併記する

こと。） 

 

(j)ストッパは、路面の状態、

構造・機能上、耐久性な

どから、絶対的に動かな

いようにすることはでき

ないものであること。 

 

(k)ベビーカーを路上に放置

する場合、乳幼児は絶対

置き去りにしないこと。 

 

(l)ベビーカーは、空車であ

っても坂の途中、車道に

近い歩道上など危険な場

所に放置しないこと。 

 

(m)ベビーカーに乳幼児を乗

せたまま持ち上げて移動

しないこと。バランスを

崩したり、足下が見えな

くてつまずいたりする危

険があります。 

 

(n)各部の固定部などにゆる

みやきしみ音があった

り、部品の欠落、車輪の

回転の円滑さに異状を感

じたら、そのまま使用せ

ず、異状があった場合に

は製造メーカ等に連絡

し、修理等の相談をする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

項 目 基   準 基 準 確 認 方 法 

(5) 補助的に取り付けられる

装備に関する注意事項。 

 

(6) 公共交通機関の乗り入れ

に関する注意事項等。 

 

(7) 日常の点検、保守、清掃方

法 

 

(8) 修理、廃棄に関する注意事

項 

 

(9) ＳＧマーク制度は、ベビー

カーの欠陥によって発生し

た人身事故に対する補償制

度である旨 

 

(10) 製造事業者、輸入事業者又

は販売事業者の名称、住所及

び電話番号。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

ベビーカーの基準改正のベビーカーの基準改正のベビーカーの基準改正のベビーカーの基準改正の解説解説解説解説    

 

１．１．１．１．基準の名称基準の名称基準の名称基準の名称    

現在は乳母車ではなくベビーカーと呼ばれることが多いことから、ＳＧ基準の名称を

「ベビーカー」に変更。 

 

２．適用範囲２．適用範囲２．適用範囲２．適用範囲    

・従来通りだが、適用範囲を分かりやすくするため、寝かせた状態及び座位姿勢での安

全性について規定したものであることを明記。 

・店舗用ショッピングカートの基準改正でベビーカータイプのものが含まれたため、こ

れらを除外することを明記。 

 

３．種類（適用月齢）３．種類（適用月齢）３．種類（適用月齢）３．種類（適用月齢）    

・従来通りＡ形は１か月から、Ｂ形は７か月から。 

 

４．４．４．４．安全性品質安全性品質安全性品質安全性品質    

1.1.1.1.外観外観外観外観、構造及び寸法、構造及び寸法、構造及び寸法、構造及び寸法  

(1)従来通り。 

 

(2)乳幼児の手足の届く範囲のすき間 

・折り畳み操作中のすき間については、項目を分けて規定。 

・従来の無負荷での確認の他に、子どもが着座した状態を想定し、座面に負荷をかけ

た状態での確認を追加。 

 

(3)折り畳み操作中のすき間 

・危険なすき間について、従来は部材の端部を丸めるか警告標識表示のいずれかの対

応を要求していたが、改正基準では両方の対応を要求。 

・危険なすき間の定義を、5mm（切断）→13mm（指挟み）に広げ、安全性を向上。 

 

(4)背もたれの角度 

・A 形と B 形で規程が違っていた背もたれを立てた状態の角度を安全サイドに統一。 

・背もたれを寝かせた状態の角度は従来通り。 

 

(5)前輪上げの試験 

・従来通りだが、角度を求める式を基準内容に沿うよう修正。 

 

(6)乳幼児の身体確保性 

・従来の寸法ダミーの入手が困難であるため、寸法ダミーをＥＮ規格で定めているシ

ートベルト用の試験用器具に変更。 

 

 



    

 

 

    

 

 

(7)シート背部の長さ  

・検査マニュアルで規定していた事項を基準化。 

 

(8)車輪の外径 

・従来通り。 

 

(9)シートベルト 

・寸法項目を１つにまとめ、1.(6)同様、確認のための寸法ダミーを変更。  

 

(10)ステップ 

・従来通り。 

 

(11)各部の最低地上高さ 

・従来通りだが、計測する部位を基準確認方法に明記。 

 

(12)列車のドア挟み検知試験 

・従来の直進状態での確認の他に、実際の使用状況に合わせ、前輪を持ち上げた状態  

(20cm 持ち上げ)での確認を追加。 

 

(13)折り畳み機構 

・従来通りだが、フック式の止め具は市場で確認できなかったことから、検査マニュ

アルで規定することとし、基準から削除。 

 

(14)ストッパ  

・従来通り。 

 

(15)取り外すことができるシートなどの主要部材 

・従来通り。 

 

2.2.2.2.強度強度強度強度  

(1)ステップの強度試験 

・従来通り。 

 

(2)シートベルトの緩み試験 

・他の乳幼児製品の SG基準と整合。 

 

(3)シートベルトの緩み試験 

・他の乳幼児製品の SG基準と整合。 

 

(4)フロントガードの強度試験 

・従来通り。 



    

 

 

    

 

 

(5)車輪の取り付け強度 

・ＥＮ規格の車輪の取り付け試験を参考に新たに基準を追加。 

 

3.3.3.3.耐振動衝撃耐振動衝撃耐振動衝撃耐振動衝撃性性性性    

(1)振動加速度試験 

・従来の質量ダミーの入手が困難であるため、質量ダミーを変更。 

・変更後の質量ダミーでは、従来の質量ダミーより加速度値が大きく出るため、実験

データを基に加速度の規定値を補正。 

 

(2)振動衝撃試験 

・ハンドルへの負荷を追加し、ハンドルの耐久性も同時に確認できる試験に変更。 

 

4.4.4.4.ストッパストッパストッパストッパのののの固定性固定性固定性固定性    

・従来通り。 

 

5.5.5.5.走行性走行性走行性走行性    

・従来通り。 

 

6.6.6.6.安定性安定性安定性安定性    

・従来通りだが、検査マニュアルで規定していた事項を基準化。 

 

7.7.7.7.衝突試験衝突試験衝突試験衝突試験    

・・・・ＥＮ規格の衝突試験を参考に新たに基準を追加。 

 

8.8.8.8.材料材料材料材料    

(1)合成樹脂の食品衛生試験 

・他の乳幼児用製品のSG基準と整合。 

 

(2)繊維材料 

・従来通り。 

 

(3)耐食性 

・従来通り。 

 

※ハンモックで使用するビニルレザーや布等の破裂強度試験は、3.(2)の振動衝

撃試験で布等の強度を確認できるため削除した。 

※現在は、天然ゴム製のタイヤが使われなくなったため、タイヤの硬度試験は

削除した。 



    

 

 

    

 

 

    

9.9.9.9.付属品付属品付属品付属品    

(1)付属品の影響 

・従来通り。 

(2)付属小部品の誤飲 

・従来通り。 

 

10.10.10.10.表示表示表示表示    

・(f)ベビーカーの使用対象月齢を追加。 

 

11.11.11.11.取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書    

・(6)公共の交通機関の乗り入れに関する注意事項を追加。 

 

 


